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熊本県警察防犯アプリ開発及び運用保守等業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

（業務企画提案実施公告） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定による随意契約の方

法により契約を締結するため、次のとおり業務企画提案を募集する。 

 

令和８年５月１日 

 

熊本県警察本部長 佐藤 昭一 

 

１ 業務の名称 

 熊本県警察防犯アプリ開発及び運用保守等業務（以下「本件業務」という。） 

 

２ 業務の内容 

業務の内容等については、別添１「熊本県警察防犯アプリ開発及び運用保守等業務仕様

書」のとおりとする。 

                   

３ 開発及び運用保守等業務期間 

⑴  開発期間 

契約締結日から令和９年１月３１日（日）までの間とする。 

⑵  運用保守等業務期間 

令和９年２月１日（月）から令和１０年１２月３１日（日）までの間とする。 

 

４ 開発及び運用保守等業務委託契約の上限金額 

本件業務に係る開発及び運用保守等業務委託契約の上限金額は、開発委託契約 

２２，８８０，０００円及び運用保守等業務委託契約(２３か月分)１６，９５１，０００

円以内（消費税額及び地方消費税額を含む。また、企画提案に当たっての目安（上

限）となる金額であり、契約額は別途設定する予定価格の範囲内で決定するため、上

記金額と必ずしも一致しない。）とする。 

 

５ 参加資格要件 

  参加業者の資格要件は、業務企画提案実施の公告日から本件業務に係る公募型プロ  

 ポーザルの実施の結果が示される日までの間において、次に掲げる要件の全てを満た 

 していることとする。 

⑴  本県物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要 

 綱（平成１８年熊本県告示第５２１号）による審査の上、入札参加資格を有すると 

 決定された者のうち、登録内容が業務区分「業務委託」、業種「情報処理業務」、 

 詳細業種「情報システム全般の設計､開発､維持管理」であり、格付区分が「Ａ」で 
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 あること。 

⑵  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する 

  者でないこと。 

⑶  次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 役員等に暴力団員等があるとき、又は暴力団密接関係者であるとき。 

  イ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、 

   積極的に暴力団の維持又は運営に協力し又は関与しているとき。 

  エ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える 

   目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしているとき。 

  オ 役員等が、暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 

   ※ 暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者とは、熊本県暴力団排除条例 

（平成２２年熊本県条例第５２号）第２条に規定するものをいう。 

※ 役員等とは、個人である場合はその者、法人である場合はその役員又は契約事務の権 

    限を委任されている若しくは本業務に従事する予定の支店長、営業所長その他の者をい 

    う。 

   ※ 「暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係」とは、暴力団員等が 

    参加する会合等に出席すること、会合等に暴力団員等を招待すること、又は、暴 

    力団員等と会食、遊技等の交遊が継続的に行われている場合をいう。 

⑷  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立てを行っ 

  た者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る更正計画認 

可の決定を受けていること。 

⑸  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っ 

 た者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る再生計画認 

 可の決定を受けていること。 

⑹  熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領（平成１４年 

 熊本県告示第８１１号）第２条第１項の規定による指名停止の期間中でないこと。 

⑺  令和３年４月１日以降において、情報システム開発業務の実績があること。 

ただし、同実績は、本件業務に係る開発委託契約の概ね５割以上の規模であるこ 

    と。 

⑻  次に掲げる公的資格をいずれも有し、定期的に更新されている者であること。 

 ア プライバシーマーク 

イ ＩＳＯ９００１  

ウ ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１ 

  

６ 参加申請手続等 

⑴   参加表明書等の交付期間 

  令和８年５月１日（金）から令和８年５月２２日（金）まで  

⑵   参加表明書等の交付方法 
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 熊本県警察ホームページに掲載するほか、希望する場合は「10 提出・問合せ

先」で配布する。 

⑶   参加表明書等の提出方法等 

ア 提出期限 

令和８年５月２２日（金）午後５時まで（必着） 

  イ 提出場所  

「10 提出・問合せ先」のとおり 

  ウ 提出書類（提出書類の文字サイズは１０．５ポイント以上とすること。） 

(ｱ)  業務企画提案参加表明書（様式第１号） 

(ｲ)  役員等一覧（様式第２号） 

(ｳ)  事業者の取組に関する申出書（様式第３号） 

  エ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便の他これに準ずる方法で到達したこと及びその時間が

確認できる方法に限る。） 

 オ 参加業者の資格要件の確認 

  参加表明書により、前記５に示す参加資格要件を確認し、令和８年５月２８日

（木）までに、「プロポーザル参加資格確認結果通知書（様式第４号）」により確

認結果を通知するものとする。 

⑷  質問方法 

  ア この実施要領、仕様書等に対する質問がある場合は、次に従い、「仕様書等に対

する質問・回答書（様式第５号）」により提出すること。 

(ｱ)  提出期限  令和８年５月２２日（金）午後５時まで 

(ｲ)  提出場所  「10 提出・問合せ先」のとおり  

(ｳ)  提出方法  ファクシミリによる（宛先 ０９６-３８１-２５６７） 

  イ アの質問に対する回答は、熊本県警察ホームページへの掲載又は、個別回答 

のいずれかの方法によるものとする。 

⑸  業務企画提案書等の作成、提出 

ア 業務企画提案書等の作成要領 

別添２「業務企画提案書等作成要領」を参照すること。 

イ 提出期限 

令和８年６月４日（木）午後５時まで（必着） 

  ウ 提出場所 

「10 提出・問合せ先」のとおり 

エ 提出方法 

    持参又は郵送（書留郵便の他これに準ずる方法で到達したこと及びその時間が

確認できる方法に限る。） 

７ 審査方法及び審査結果 

⑴  選定の方法 

 別添３「業務企画提案審査評価基準」に基づく業務企画提案書及びプレゼンテー 
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ションの審査により、最も評価の高い者を委託候補者として選定する。ただし、提出 

された見積書の見積金額（消費税額及び地方消費税額を含む。）が前記４に示す委

託契約の上限金額を超える場合は、審査の対象としない。 

⑵  プレゼンテーションの開催日等 

ア 開催日 

令和８年６月１０日（水）予定 

     ※日時・場所の詳細は提案者に別途通知する。 

イ 実施方法 

  資格要件の審査に適合し、企画提案書を提出した事業者によるプレゼンテーション

（２０分以内：説明１５分以内、質問５分以内）を行う。 

ウ 審査員 

  熊本県警察本部職員５名とする。 

⑶  選定の通知 

 「公募型プロポーザルの結果について（通知）（様式第６号）」又は「公募型プ 
    ロポーザルの結果について（通知）（様式第７号）」により通知する。 

 

８ 公募に係るスケジュール 
５月 １日（金） 公募開始 

５月２２日（金） 参加表明書、質問書提出期限 

５月２８日（木） 参加資格確認結果通知、質問回答期限 

６月 ４日（木） 業務企画提案書、価格提案表提出期限 

６月１０日（水） 業務企画提案書の審査（プレゼンテーション） 

６月下旬 業務委託候補者決定 

７月下旬 業務契約 

 

９ その他の留意事項 

⑴  提出期間内に参加表明書を提出しなかった者（到達しなかった場合を含む。） 

は、業務企画提案書を提出することができない。 

⑵  業務企画提案書の提出者が、委託候補者が選定される日までに前記５に示す参加 

業者の資格要件を満たさなくなった場合は申し出ること。 

なお、この場合、その者の参加及び提案は失格とする。 

⑶  提出書類に虚偽の記載をした場合には、当該書類を無効とするとともに、虚偽の 

記載をした者に対して指名停止を行うことがある。 

⑷  提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は認めない。 

⑸  提出書類の作成及び提出（プレゼンテーションを含む。）に要する全ての費用 

  は、参加（希望）業者の負担とする。 

⑹  提出された書類は返却しない。 

⑺  提出書類に記載された個人情報は、委託候補者の選定、審査その他の手続を実施 



 

 

5 

 

する目的以外に、参加者に無断で使用することはない。 

⑻   委託候補者の選定結果は、熊本県ホームページ等に公表を予定している。 

⑼  業務委託契約書の作成を要する。 

⑽  契約条項を示す場所は、「10 提出･問合せ先」のとおりとする。 

⑾   本件手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

10 提出・問合せ先 

〒862-8610 

熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号（熊本県庁警察棟７階） 

熊本県警察本部生活安全部生活安全企画課 

  電話：096-381-0110 内線 3033･3034 

ＦＡＸ：096-381-2567 

メールアドレス：seiankikaku@police.pref.kumamoto.jp  

mailto:seiankikaku@police.pref.kumamoto.jp

